
 

 

 

 

 

 

■ 改正の概要 

常勤役員の退職手当について、任期満了を退職手当の支給理由に加えるとともに、地方独立行

政法人化前の病院事業管理者の期間通算時の支給上限に病院事業管理者の期間を加えることとす

るもの。    

改正後 改正前 

（役員の退職手当） 

第８条 常勤の役員が退職（任期満了及び死亡を含む、以

下同じ）したときは、退職手当を支給する。ただし、定款

第１１条第２項第２号及び同条第３項の規定により解任さ

れたときは、当該役員には退職手当を支給しない。 

２ 退職手当の額は、退職した日の給料月額に在職期間の

月数及び１００分の２５を乗じて得た額とする。 

（役員の退職手当） 

第８条 常勤の役員が退職又は死亡したときは、退職手当

を支給する。ただし、定款第１１条第２項第２号及び同条

第３項の規定により解任されたときは、当該役員には退

職手当を支給しない。 

２ 退職手当の額は、退職又は死亡した日の給料月額に在

職期間の月数及び１００分の２５を乗じて得た額とする。 

３ 在職期間の月数の計算は、常勤の役員となった日の属

する月から、退職した日の属する月までの引き続いた在

職期間の月数による。ただし、当該役員の任期の年数に

１２を乗じた数をその上限とする。 

３ 在職期間の月数の計算は、常勤の役員となった日の属

する月から、退職した日の属する月までの引き続いた在

職期間の月数による。ただし、その月数が４８月を超える

ときは、４８月とする。 

附 則 

１ （略） 

（病院事業管理者の在職期間の特例） 

２ 施行日の前日において佐世保市病院事業管理者であ

った者で、施行日に引き続き理事長となった者の第５条

第２項及び第８条第３項の適用については、その者の佐

世保市病院事業管理者としての引き続いた在職期間を

理事長としての在職期間とみなし、第８条第３項但し書き

の規定は、「当該役員の任期の年数に１２を乗じた数」を

「当該役員の任期の年数に１２を乗じた数に病院事業管

理者としての引き続いた在職期間を加えた月数」と読み

替える。 

附 則 

１ （略） 

（病院事業管理者の在職期間の特例） 

２ 施行日の前日において佐世保市病院事業管理者であ

った者で、施行日に引き続き理事長となった者の第５条

第２項及び第９条第３項の適用については、その者の佐

世保市病院事業管理者としての引き続いた在職期間を

理事長としての在職期間とみなす。 

附 則（令和３年３月３１日規程第４号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和 3年 3月 31日から施行する。 

（退職手当支給の特例） 

２ 施行日において常勤の役員であった者で、施行日以前

の任期満了にかかる退職手当が支給されていないもの

については、任期ごとに第８条及び平成２８年附則第２

項に基づき算定された退職手当を退職時に支給する。 
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